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２
月
か
ら
市
・
都
民
税
、
所
得
税

の
申
告
受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す
。

　
期
間・会
場
な
ど
は
、「
広
報
あ
き

し
ま
」２
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

税
理
士
に
よ
る
確
定
申
告
相
談

（
無
料
）

　
作
成
し
た
申
告
書
は
、
当
日
提
出

で
き
ま
す
の
で
、
作
成
に
必
要
な
源

泉
徴
収
票
、
印
鑑
、
国
民
年
金
保
険

料
・
寄
附
金
な
ど
の
支
払
い
を
証
明

す
る
書
類
、
生
命
保
険
料
控
除
証
明

書
な
ど
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　
還
付
申
告
の
場
合
は
、
還
付
金
の

振
り
込
み
先
の
口
座
が
分
か
る
も
の

も
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
車
で

の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

◇
期
日　

２
月
１
日（
水
）〜
７
日

（
火
）の
平
日

◇
時
間

＊
午
前
９
時
15
分
〜
午
後
０
時
30
分

（
受
け
付
け
は
午
前
11
時
ま
で
）

＊
午
後
1
時
30
分
〜
４
時（
受
け
付

け
は
午
後
３
時
30
分
ま
で
）

※
混
雑
時
に
は
、
早
め
に
受
け
付
け

を
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
場
所　
市
役
所
市
民
ホ
ー
ル

◇
対
象

＊
年
金
受
給
者
で
、
公
的
年
金
等

の
収
入
金
額
が
400
万
円
を
超
え
る

方
、
公
的
年
金
の
雑
所
得
以
外
の

所
得
金
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

＊
給
与
所
得
者
で
、
年
末
調
整
を
し

て
い
な
い
方　
な
ど

※
高
額
所
得
者
や
相
談
内
容
が
複
雑

な
方
は
、
各
自
で
税
理
士
に
相
談

す
る
か（
有
料
）、
税
務
署
の
作
成

会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
内
容　

所
得
税
申
告
書
の
書
き

方
、
所
得
税
・
事
業
税
な
ど
の
申

告
相
談（
譲
渡
・
贈
与
・
相
続
関
係

の
相
談
を
除
く
）

※
申
告
書
を
提
出
す
る
だ
け
の
場
合

は
受
け
付
け
ら
れ
ま
せ
ん
。直
接
立

川
税
務
署
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
作
成
・
提
出
会
場

　
所
得
税（
復
興
特
別
所
得
税
）・
贈

与
税
・
個
人
消
費
税
の
申
告
書
の
作

成
・
提
出
会
場
を
設
置
し
ま
す
。
公

共
交
通
機
関
で
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◇
期
日　

２
月
９
日（
木
）〜
３
月
15

日（
水
）の
平
日
、
及
び
、
２
月
19

日（
日
）・
26
日（
日
）

◇
時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時（
受

け
付
け
は
午
前
８
時
30
分
か
ら
）

※
混
雑
時
に
は
、
早
め
に
受
け
付
け

を
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
場
所　

立
川
地
方
合
同
庁
舎（
立

川
市
）

※
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類
、印
鑑
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
も
の（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
は

運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で
き

る
書
類
も
）を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
還
付
に
つ
い
て

　
給
与
所
得
な
ど
の
あ
る
方
で
、
平

成
28
年
中
に
次
の
よ
う
な
理
由
で
源

泉
徴
収
税
額
が
過
納
と
な
っ
て
い
る

場
合
は
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税

が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
借
り
入
れ
て

住
宅
を
取
得
し
た

＊
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た

＊
寄
附
金
・
義
援
金
を
支
払
っ
た

＊
年
の
途
中
で
退
職
し
た

＊
28
年
分
の
所
得
が
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
の
み
で
源
泉
徴
収
さ

れ
て
い
る　
な
ど

郵
送
で
の
提
出
は
こ
ち
ら
へ

◇
宛
先　
〒
190-

８
５
６
５　
立
川

地
方
合
同
庁
舎
立
川
税
務
署

申
告
準
備
は
お
早
め
に

税制改正のお知らせ
※
申
告
書
の「
控
」も
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

※
宛
先
を
記
入
し
切
手
を
貼
っ
た
返

信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
書
の
作
成
に
活
用
を

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で

は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ
て
入
力
す

る
と
、
自
動
計
算
に
よ
り
、
申
告
書

な
ど
を
作
成
で
き
ま
す
。

　
印
刷
し
た
申
告
書
は
そ
の
ま
ま
税

務
署
に
提
出
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
立
川
税
務
署
☎

042-

523-

１
１
８
１
へ
。

給与所得控除が見直されます
　給与所得の金額は、給与収入
金額から給与所得控除額を差し
引いて算出します。
　この給与所得控除額が段階的
に見直され、平成29年度からの
給与所得の金額は、右の表のと
おりとなります。

▼給与所得の金額

給与収入額 29年度
（28年分所得税）

30年度（29年分 
所得税）から

1000万円超
1200万円以下

（給与収入額×
95％）－170万円

給与収入額
－220万円1200万円超

1500万円以下 給与収入額
－230万円

1500万円超
※ 給与収入額が1000万円以下の場合は、変更
ありません。

国外に住んでいる親族の扶養控除などを受ける方は証明が必要です
　28年分の申告から、国外に住んでいる親族（16歳未満の方を含む）について
の扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除を受ける方は、親族
関係を証明できる書類（戸籍謄本など）と、送金を証明できる書類（外国送金依
頼書の控えなど）を添付するか、または、提示することとなりました。
　ただし、給与などの年末調整をした方や公的年金を受給している方が、既
に扶養控除等申告書に添付または提示をしている場合は、必要ありません。
☆詳しくは、市民税係へ。

市
・
都
民
税
、
所
得
税
の


